
 

3  

 

 

 

 

 

 

 

◆ 良好な景観の形成に関する方針 

三井山はランドマークであり、周囲には農地も多く、緑豊かな地区です。 

このような地区には景観上の配慮が必要であり、良好な景観の形成に関する方針を下記のとおり定

めます。 
 

方 針 

・ 三井山への眺望の保全と緑が連続するまち並み形成を図る。 

・ 三井山を「桜回廊都市」の拠点となるよう目指す。 

 

※ランドマークとは地域の象徴となるようなものです。 

 

 

 

◆ 重点風景地区の範囲 

三井山地区の重点風景地区として指定するエリアは、現況の土地利用状況や優れた眺望景観を考慮

して下図に示す範囲で指定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 風景づくりのテーマ 

三井山への眺望の保全と緑が連続する風景づくり 

風景づくりのテーマと方針 2 

重点風景地区の範囲と風景形成基準 3 


